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国
民
年
金
の
お
知
ら
せ

冬の省エネ
にご協力を

　市は、地球にかける負担の少ないまちを目指し、市全体で排出され 
る温室効果ガスを、平成２年度の排出量を基準に、令和３年度まで
に15％削減することを目標としています。家庭のエネルギー消費量
は、夏季よりも冬季が高い傾向にあります。一人ひとりの取り組み
が大きな力となりますので、冬の省エネにご協力をお願いします。
☆詳しくは、環境課計画推進係へ。

家族一緒の部屋
で過ごそう

窓に断熱シートを貼る、厚手
のカーテンを使用するなどし
て、暖房効率を高めよう

外出前は早めに
暖房を止めよう

暖房は室温が20℃に
なるように設定しよう

暖房は下向きに送風す
るようにしよう

家電製品は必要な
ときだけ使おう

衣服を工夫して
暖かく過ごそう

待機電力を
減らそう

LED電球など消費効率
のよい機器を使おう

 このほかの省エネ方法
＊ 風呂は家族で間隔を空
けずに入り、追いだき
や自動保温機能の使用
を控えよう
＊ 家電製品は省エネタイ
プを選ぼう

◎
20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金
に
加
入

　

国
内
に
住
所
が
あ
る
20
〜
59
歳
の
方

は
加
入
が
義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
、20
歳

に
な
る
と
、
日
本
年
金
機
構
か
ら「
年
金

手
帳
」、「
国
民
年
金
保
険
料
納
付
書
」が

送
付
さ
れ
ま
す（
厚
生
年
金
や
共
済
組
合

の
加
入
者
と
そ
の
配
偶
者
を
除
く
）。

　

令
和
２
年
度
の
保
険
料
は
月
額
１
万

６
５
４
０
円
で
す
。

　

納
め
忘
れ
が
あ
る
と
受
給
額
が
減
額

さ
れ
ま
す
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。経

済
的
な
理
由
で
保
険
料
の
納
付
が
困
難

な
方
に
は
、
納
付
の
免
除（
全
部
ま
た
は

一
部
）・
猶
予
制
度
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

学
生
で
納
付
で
き
な
い
方
に
は
、納
付
が

猶
予
さ
れ
る
学
生
納
付
特
例
制
度
が
あ

り
ま
す
。
希
望
す
る
方
は
、市
役
所
年
金

係
ま
た
は
東
部
出
張
所
で
申
請
し
て
く

だ
さ
い（
い
ず
れ
も
所
得
制
限
あ
り
）。

☆
詳
し
く
は
、
年
金
係
へ
。

◎
障
害
の
あ
る
方
に
は

　

20
歳
に
な
る
前
の
病
気
や
け
が
が
原

因
で
、20
歳
に
達
し
た
と
き
に
一
定
程
度

の
障
害
の
あ
る
方
は
、請
求
に
よ
り
障
害

基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
な
お
、
本
人
に
所
得
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
金
額
に
応
じ
て
支
給
が
制
限
さ
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

☆
詳
し
く
は
、
年
金
係
へ
。

◎�

老
齢
年
金
を
受
け
て
い
る
方
に
源
泉

徴
収
票
を
送
付

　
日
本
年
金
機
構
か
ら
、令
和
２
年
中
の

年
金
の
支
払
総
額
や
源
泉
徴
収
税
額
な

ど
を
記
載
し
た「
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴

収
票
」が
１
月
下
旬
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

所
得
税
や
市
・
都
民
税
の
申
告
を
す
る
際

に
必
要
で
す
の
で
、大
切
に
保
管
し
て
く

だ
さ
い
。

　
な
お
、障
害
年
金
や
遺
族
年
金
な
ど
は

課
税
対
象
で
は
な
い
た
め
、源
泉
徴
収
票

は
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

☆
詳
し
く
は
、
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
☎

０
５
７
０-

05-

１
１
６
５
、ま
た
は
、立

川
年
金
事
務
所
☎
042-

523-

０
３
５
２

へ
。

◎�

国
民
年
金
保
険
料
収
納
業
務
の
民
間

委
託

　
日
本
年
金
機
構
で
は
、国
民
年
金
保
険

料
を
納
め
忘
れ
て
い
る
方
へ
の
電
話
・
文

書
・
戸
別
訪
問
に
よ
る
納
付
案
内
や
保
険

料
の
収
納
業
務
に
つ
い
て
、次
の
民
間
事

業
者
に
委
託
し
て
い
ま
す
。

◇
事
業
者　
日
立
ト
リ
プ
ル
ウ
ィ
ン
・
Ｎ

Ｔ
Ｔ
印
刷
共
同
企
業
体
☎
０
１
２
０-

211-

231

☆
詳
し
く
は
、
立
川
年
金
事
務
所
☎

042-

523-

０
３
５
２
へ
。


